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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、 

労災保険を利用できます 

 

香川労働局（局長 本間
ほ ん ま

 之
ゆき

輝
てる

）では、新型コロナウイルス感染拡大の現状を踏まえ、

労働者が業務によって新型コロナウイルスに感染した場合には労災保険給付の対象にな

ることを広く周知していくことにしました。 

これまでの労災保険給付の対象となった事例は別紙１のとおりですが、医療従事者等の

新型コロナウイルスに感染する危険性が高い方は、業務外で感染したことが明らかな場合

を除き、原則、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルスの感染経路が

特定できない場合でも、労働基準監督署において、個々の事案ごとに業務との関連性を調

査し、労災保険給付の対象になるか否かを判断することになります。 

            

   

労働者の方に対しては、業務により新型コロナウイルスに感染したものと考えられる場

合には、積極的に労働基準監督署に労災請求を行っていただくよう、事業場の方に対して

は、従業員が業務により新型コロナウイルスに感染したものと考えられる場合には、労災

保険制度を周知し、労災請求するよう働きかけていただくよう、周知に努めてまいります。 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険Ｑ＆Ａ、労災保険給付の 

 対象となった事例を厚生労働省ホームページに掲載しています。右のＱＲ 

コードの「５ 労災補償」をご覧ください。 

 

 



（別紙１） 

 

労災保険給付の対象となった事例（業種別） 

 

１ 医療従事者等の事例 

  【考え方：医師、看護師等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外

で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる】 

事例１：医師 

Ａ医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、その患者は後日新型コロナウイルスに感染して

いたことが判明した。その後、Ａ医師は発熱等の症状が出現し、濃厚接触者としてＰＣＲ検査を行

ったところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ａ医師は、業務外で感染したことが明らかではなかったこ

とから、支給決定された。 

事例２：看護師 

Ｂ看護師は、日々多数の患者に対し、問診、採血等の看護業務に従事していたところ、頭痛、発

熱等の症状が続き、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｂ看護師は、業務外で感染したことが明らかではなかった

ことから、支給決定された。 

事例３：介護職員 

介護職員のＣさんは、訪問介護利用者宅で介護業務に従事していたところ、利用者に新型コロナ

ウイルス感染が確認されたため、濃厚接触者としてＰＣＲ検査を受けた結果、新型コロナウイルス

感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｃさんは、業務外で感染したことが明らかではなかったこ

とから、支給決定された。 

 

２ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例 

  【考え方：感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる】 

事例４：飲食店店員 

飲食店店員のＤさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス感染者が店舗に来

店していたことが確認されたことから、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と

判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｄさん以外にも同時期に複数の同僚労働者の感染が確認さ

れ、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｄさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定され、感染源が

業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支給決定された。 

事例５：建設作業員 

建設作業員のＥさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同

乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。Ｅさんはその後体調不良とな

り、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

（裏に続く） 



労働基準監督署における調査の結果、Ｅさんについては当該同僚以外の感染者との接触は確認さ

れなかった。 

以上の経過から、Ｅさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定され、感染源が

業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支給決定された。 

 

３ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例 

【考え方：感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられ

る業務（複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触

の機会が多い労働環境下での業務など）に従事し、業務により感染した蓋然性が

高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる】 

事例６：建設資材製造技術者 

建設資材の製造技術者のＦさんは、品質管理業務に従事していたが、発熱、倦怠感の症状が出現

したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｆさんの感染経路は特定されなかったが、発症前 14

日間に、勤務していた職場の事務室において品質管理に係る業務を行っており、Ｆさんの他にも、

新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが認められた。 

一方、発症前 14日間の私生活については、日用品の買い物で家族と自家用車で外出したことが

１日あったのみで、家族以外の接触はなく、他人との濃厚接触はなかったことが確認され、私生活

における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、新型コロナウイルスへ感染した者が事務室を往来していること、他の社員と

の会話の機会等における飛沫感染を否定できないこと等を踏まえると、当該労働者の感染は、業務

により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｆさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、

従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下での業務と認められ、業務により感染した

蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。 

事例７：小売店販売員 

小売店販売員のＧさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現した

ため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｇさんの感染経路は特定されなかったが、発症前の

14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行っていたことが認められ、感

染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前 14日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などで、私生活にお

ける感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販売員の感染は、業務

により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｇさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、

従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した

蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。 



詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※

に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

対象となるのは？

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労災保険の種類

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を
受けられます。

療養補償給付

休業補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ ▶

（2020.11）


